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【本文】

【発行者に関する事項】

 

発行者の名称 日本賃貸住宅投資法人

証券コード 8986

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所

 

 

【提出者に関する事項】

 

個人・法人の別 法人（外国法人）

氏名又は名称
アップルリンゴ・ベンチャーズ・ワン・リミテッド
（AppleRingo Ventures 1 Limited）

住所又は本店所在地 アイルランド、ダブリン2、メリオンスクエア27、1階

事務上の連絡先及び担当者名

〒107-0051　東京都港区元赤坂一丁目２番７号　赤坂Ｋタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士　西　村　綱　木
同　　永　沼　　　光
同　　小田原　啓　太

電話番号 03(6888)1000
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【訂正事項】

訂正される報告書名 変更報告書No.7

訂正される報告書の報告義務発生日 平成27年6月25日

訂正箇所 下記参照

 

（訂正前）

【表紙】

【根拠条文】 法第27条の25第１項

 

（訂正後）

【表紙】

【根拠条文】 法第27条の25第１項及び第２項

 

（訂正前）

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

 

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成27年5
月28日

投資証券 231,000口 14.08％ 市場外 処分 73,931円

平成27年5
月28日

投資証券 46,530口 2.84％ 市場外 処分 73,931円

平成27年5
月28日

投資証券 32,670口 1.99％ 市場外 処分 73,931円

平成27年5
月28日

投資証券 14,850口 0.91％ 市場外 処分 73,931円

平成27年5
月28日

投資証券 4,950口 0.30％ 市場外 処分 73,931円

平成27年6
月25日

投資証券 37,000口 2.26％ 市場外 処分 73,931円

 

（訂正後）

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況（短期大量譲渡に

該当する場合）】

 

年月日 株券等の種類 数量 割合
市場内外取引の

別
取得又は処分

の別
譲渡の相手方 単価

平成27年5
月28日

投資証券 231,000口 14.08％ 市場外 処分
SMBC日興証券株式
会社

73,931円

平成27年5
月28日

投資証券 46,530口 2.84％ 市場外 処分
英国SMBC日興キャ
ピタル・マーケッ
ト会社

73,931円

平成27年5
月28日

投資証券 32,670口 1.99％ 市場外 処分

モルガン・スタン
レー・アンド・カ
ンパニー・イン
ターナショナル・
ピーエルシー

73,931円

平成27年5
月28日

投資証券 14,850口 0.91％ 市場外 処分
メリルリンチ・イ
ンターナショナル

73,931円

平成27年5
月28日

投資証券 4,950口 0.30％ 市場外 処分

大和証券キャピタ
ル・マーケッツ
ヨーロッパ・リミ
テッド

73,931円
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平成27年6
月25日

投資証券 37,000口 2.26％ 市場外 処分
SMBC日興証券株式
会社

73,931円
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